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合
併
協
定
項
目
の
検
証
と
成
果
報
告
④

　

神
埼
市
は
、
平
成
18
年
３
月
20
日

に
神
埼
町
、
千
代
田
町
、
脊
振
村
の

２
町
１
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
、
丸

６
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

　

３
町
村
で
の
合
併
協
議
会
に
お
い

て
整
理
さ
れ
た
合
併
協
定
項
目
に
つ

い
て
、そ
の
後
の
実
施
・
調
整
項
目
を

検
証
し
、各
部
ご
と
に
報
告
し
ま
す
。

教
育
委
員
会

学
校
教
育
総
務
課

①
私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金

　

幼
稚
園
に
就
園
す
る
園
児
の
保
護

者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
、神
埼
市
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、

満
３
歳
児（
誕
生
月
か
ら
）、３
歳
児
、

４
歳
児
、
５
歳
児
の
園
児
の
保
護
者

で
規
定
の
範
囲
内
の
方
に
つ
い
て
、

幼
稚
園
設
置
者
を
通
し
て
入
園
料
や

保
育
料
を
補
助
す
る
制
度
で
、
合
併

前
の
制
度
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

②
児
童
、
生
徒
の
検
診

　

合
併
前
の
制
度
を
引
き
継
ぎ
、
眼

科
検
診
、
耳
鼻
科
検
診
、
心
臓
検
診
、

尿
検
査
、
寄
生
虫
検
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

学
校
医
、
検
診
の
単
価
に
つ
い
て

は
合
併
時
に
統
合
し
、
労
働
安
全
衛

生
法
の
改
正
を
う
け
、
平
成
20
年
４

月
に
「
神
埼
市
立
小
中
学
校
安
全
衛

生
管
理
規
程
」
を
全
部
改
正
し
、
学

校
に
勤
務
す
る
職
員
の
安
全
と
健
康

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
快
適
な
職

場
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
新
た
に
「
健
康
管
理

医
」
を
設
け
ま
し
た
。

③
通
学
補
助

　

脊
振
地
区
の
通
学
バ
ス
で
は
、
合

併
前
の
制
度
を
引
き
継
ぎ
、
脊
振
地

区
内
の
園
児
・
児
童
生
徒
の
通
学
輸

送
を
行
い
、
併
せ
て
脊
振
町
内
市
民

の
生
活
輸
送
を
行
う
こ
と
で
、
利
便

と
安
全
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

遠
距
離
児
童
・
生
徒
通
学
費
補
助

に
つ
い
て
は
、
脊
振
地
区
に
居
住
す

る
子
弟
が
高
等
学
校
ま
た
は
高
等
専

門
学
校
に
通
学
す
る
場
合
に
要
す
る

定
期
乗
車
券
ま
た
は
下
宿
代
の
一
部

を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
る
保
護
者
の

負
担
軽
減
を
目
的
と
し
、
脊
振
町
か

ら
神
埼
駅
前
区
間
の
通
学
者
用
定
期

学
校
教
育
課

①
小
・
中
学
校

　

合
併
前
の
神
埼
小
・
西
郷
小
・
仁

比
山
小
・
神
埼
中
・
千
代
田
東
部
小
・

千
代
田
中
部
小
・
千
代
田
西
部
小
・

千
代
田
中
・
脊
振
小
・
脊
振
中
の
７

小
学
校
と
３
中
学
校
を
そ
の
ま
ま
新

市
に
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
現
在
も
計

社
会
教
育
課
・
公
民
館

　

社
会
教
育
課
関
係
の
合
併
協
定
項

目
は
、
社
会
教
育
関
係
各
種
事
務
事

業
、
社
会
体
育
関
係
の
各
種
事
務
事

業
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
２
つ
の

項
目
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
社
会
教
育
関
係
に
つ
い
て

は
、
合
併
後
本
庁
組
織
（
社
会
教
育

課
）
と
各
公
民
館
に
分
室
を
設
け
、

施
設
の
維
持
管
理
お
よ
び
貸
出
し
業

務
を
行
い
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
利
用

し
や
す
い
施
設
の
維
持
に
努
め
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
社
会
体
育
関
係
に

つ
い
て
は
、
神
埼
中
央
公
園
体
育
館

に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係
・
体
育
協
会
を

配
置
し
市
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
業

務
を
行
っ
て
お
り
、
各
施
設
の
維
持

管
理
や
貸
し
出
し
に
つ
い
て
は
同
係

と
社
会
教
育
課
お
よ
び
公
民
館
で
業

務
を
行
い
、
社
会
教
育
施
設
と
と
も

に
市
民
の
皆
さ
ま
の
利
用
に
供
し
て

き
ま
し
た
。
平
成
24
年
度
に
は
組
織

の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
ス
ポ
ー
ツ

振
興
係
は
社
会
教
育
課
内
に
配
置
さ

れ
て
い
ま
す
が
、貸
し
出
し
業
務
は
、

以
前
と
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

10
の
小
・
中
学
校
と
し
て
設
置
継
続

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小
・
中
学
校

の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
施
設
・
設

備
の
管
理
、職
員
お
よ
び
学
校
組
織
、

教
育
活
動
、
学
期
・
休
業
日
、
教
材

の
取
り
扱
い
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
神
埼
町
の
例
に
よ
り
統
合

し
ま
し
た
。
外
国
語
指
導
助
手
の
状

況
に
つ
い
て
は
、
契
約
期
間
や
勤
務

時
間
お
よ
び
報
酬
等
に
お
い
て
、
相

違
点
が
な
く
現
状
の
ま
ま
と
し
、
若

干
の
職
務
内
容
の
違
い
の
み
、
神
埼

町
の
例
に
よ
り
調
整
を
行
い
ま
し

た
。

②
小
・
中
学
校
の
就
学
費
援
助

　

合
併
前
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぎ
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
経
済
的

理
由
に
よ
っ
て
就
学
困
難
と
認
め
ら

れ
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
て

行
わ
れ
る
就
学
費
援
助
、
小
・
中
学

校
の
特
別
支
援
学
級
に
就
学
す
る
児

童
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
て
行
わ
れ

る
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
補
助

を
新
市
に
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
千
代

田
町
の
み
で
制
度
化
さ
れ
て
い
た
奨

学
費
貸
付
制
度
（
高
等
学
校
進
学
希

望
者
で
学
資
に
困
窮
す
る
世
帯
の
子

弟
対
象
）
に
つ
い
て
は
，
過
去
20
年

間
実
績
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
り
合
併
時
に
廃
止
し
ま
し
た
。
特

別
支
援
教
育
（
合
併
時
は
特
殊
教
育

と
呼
ば
れ
て
い
た
）
の
推
進
に
つ
い

て
は
、
神
埼
町
の
例
に
よ
り
、
合
併

時
に
統
合
し
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

券
購
入
費
金
額
の
２
分
の
１
の
額
を

助
成
し
て
い
ま
す
。
合
併
後
は
月
額

の
限
度
額
を
な
く
し
、
さ
ら
に
保
護

者
の
負
担
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

安
全
対
策
補
助
に
つ
い
て
は
、
自

転
車
通
学
す
る
中
学
生
の
交
通
安
全

確
保
の
た
め
、
新
中
学
１
年
生
全
員

に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
補
助
を
行
う
よ

う
合
併
時
に
統
合
し
ま
し
た
。

　

防
犯
ブ
ザ
ー
購
入
補
助
に
つ
い
て

は
、
児
童
生
徒
が
様
々
な
犯
罪
に

巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
安
全
に
登

下
校
す
る
た
め
に
、
合
併
前
は
児
童

生
徒
へ
防
犯
ブ
ザ
ー
貸
与
や
購
入
補

助
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
合
併
後

は
市
で
一
括
購
入
し
新
小
学
１
年
生

に
配
布
す

る
よ
う
統

合
し
ま
し

た
。

特
別
支
援
教
育
推
進
協
議
会
の
会
則

お
よ
び
組
織
を
再
編
し
、
そ
の
振
興

と
関
係
組
織
の
構
成
や
補
助
金
交
付

額
な
ど
を
新
し
く
規
定
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

③
通
学
区
域
に
つ
い
て
は
、
合
併
前

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

▲防犯ブザー

▲脊振小学校
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▼合併協定項目の調整状況一覧【教育委員会】

協定項目 協定内容
調整時期 調整状況

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 調整済 具体的な内容

各種事務事業
(学校教育総務
課関係)の取り
扱いについて

幼稚園については、原則として現行のとおり新
市に引き継ぐ。 ○ ○ 新市発足時に調整済み

児童、生徒の検診については、現行のとおり新
市に引き継ぎ、学校医報酬、検診の単価につい
ては、合併時に統合する。

○ ○ 新市発足時に調整済み

通学補助については現行のとおり新市に引き継
ぎ、安全対策補助については、神埼町の例によ
り合併時に統合する。

○ ○ 新市発足時に調整済み

各種事務事業
（社会教育関係）
の取り扱いに
ついて

社会教育関係施設は新市に引き継ぐ。管理・運
営については、神埼町の例により合併後速やか
に調整する。

○ ○ 新市発足時に調整済み

生涯学習講座については、現行どおり新市に引
き継ぎ、合併後随時調整する。 ○ ○ 新市発足時に調整済み

青少年育成事業については、合併時に統合する。○ ○ 新市発足時に調整済み

図書館は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 ○ ○
新市発足時に調整済み
なお、平成21年には図書館法第10条に
基づく図書館（神埼市立図書館、同千
代田分館、同脊振分館）を設置する。

町村指定文化財、文化財関係資料については、
新市に引き継ぐ。 ○ ○ 新市発足時に調整済み

自治公民館施設整備等補助金については、脊振
村の例により合併後速やかに調整する。 ○ ○

補助対象事業：新築および全面改築
補助率：建設費の10％以内。ただし、
150万円を限度とする。

文化協会、文化サークルについては、合併後速
やかに統合するものとし、組織・会費について
は合併後速やかに調整する。

○ ○ 各種団体の組織は統合したが、会費が
一部未調整

各種事務事業
（社会体育関係）
の取扱いにつ
いて

社会体育施設については、学校施設開放も含め、
現行のとおり新市に引き継ぐ。施設の管理運営
については、千代田町の例により合併時に統合
する。また使用料については、現行のとおり新
市に引き継ぎ、合併後に速やかに調整する。

○ ○
施設については、合併時に統合したが、
使用料の改正について平成19年度に調
整し、平成20年４月１日より実施した

各種スポーツ行事については、合併後新市にお
いて速やかに調整する。 ○ ○ 新市発足時に調整済み

体育教会については、合併時に統合するものと
し、組織については、合併までに調整する。 ○ ○ 新市発足時に調整済み

総合型地域スポーツクラブは、現行のとおり新
市に引き継ぐ。 ○ ○ 新市発足時に調整済み

▲蔵書の充実を行っています

▲スポーツを通じた体力づくりをサポート

①
社
会
教
育
関
係

　

生
涯
学
習
講
座
、
青
少
年
育
成
事

業
、
文
化
財
関
係
に
つ
い
て
は
、
社

会
教
育
課
内
に
て
事
務
を
一
本
化
し
、

合
併
前
よ
り
さ
ら
に
事
業
の
推
進
に

努
め
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
青
少
年
育

成
事
業
に
つ
い
て
は
、
神
埼
市
青
少

年
育
成
市
民
会
議
を
中
心
に
各
種
事

業
を
具
体
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
各
種
団
体
も
３
地
区
あ
っ
た

団
体
が
一
本
化
し
、
各
地
区
は
支
部

と
し
て
そ
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

図
書
館
に
つ
い
て
は
、
図
書
館

（
室
）
を
引
き
続
き
運
営
し
て
き
ま

し
た
が
、
平
成
21
年
に
は
図
書
館
法

第
10
条
に
基
づ
く
図
書
館
を
設
置
し

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
を
神
埼
市
立
図

書
館
、
同
千
代
田
分
館
、
同
脊
振
分

館
と
し
、
図
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
３

館
は
も
と
よ
り
市
内
小
・
中
学
校
の

図
書
室
と
も
連
携
を
図
り
、
図
書
の

有
効
利
用
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
家
読
の
啓
発
に
取
り
組
む

ほ
か
、
昨
年
度
は
「
住
民
生
活
に
光

を
そ
そ
ぐ
交
付
金
」
を
利
用
し
、
蔵

書
の
充
実
と
書
架
等
の
整
備
を
行
い

ま
し
た
。

　

自
治
公
民
館
建
設
事
業
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
現
在
新
築
お
よ
び
全
面

改
築
に
お
い
て
、
建
設
費
10
パ
ー
セ

ン
ト
以
内
（
１
５
０
万
円
を
限
度
）

の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

②
社
会
体
育
関
係

　

社
会
体
育
関
係
に
つ
い
て
は
、
ス

ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
住
民
の
体
力
づ
く

り
や
、
各
種
競
技
の
競
技
力
を
高
め

る
た
め
に
、
新
市
に
お
い
て
も
環
境

整
備
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
旧
町
村
で
決
め
ら
れ
て

い
た
体
育
施
設
の
使
用
料
金
に
つ
い

て
は
検
討
を
行
い
、
平
成
20
年
４
月

１
日
か
ら
改
め
た
新
料
金
と
し
ま
し

た
。
今
後
も
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
愛

さ
れ
る
社
会
体
育
施
設
の
維
持
管
理

に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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◎問い合わせ先　　神埼市役所　政策推進室　☎37－0121　FAX52－1120

政策推進室

から 神埼市の歴史文化遺産を活かしたまちづくりに取り組んでいます

神埼塾講座だより 吉野ヶ里と邪馬台国　～吉野ヶ里は邪馬台国か！？～

　５月から７月の３回連続で、佐賀城本丸歴史館 七田忠昭館長を講師に「吉
野ヶ里遺跡は邪馬台国の最有力地である」との講義が行われました。
　吉野ヶ里遺跡では、弥生時代前期（紀元前３世紀頃）に朝鮮半島からの渡来
文化・渡来人の影響を受けクニづくりが始まります。弥生後期頃の吉野ヶ里遺
跡は中国の都城の影響を受けた構造であること。司祭的な王と世俗的な王が存
在し、魏志倭人伝に見る「卑弥呼」と長官・次官の存在が集落構造に伺われる
ことなどが指摘されました。
　邪馬台国は、外交により中国の先進文化を受容したクニであり、吉野ヶ里は
大陸文化をいち早く受け入れた国づくりが行われていることから、邪馬台国は
吉野ヶ里遺跡を中心とした神埼地区であると結論付けられました。
　～神埼市民として、吉野ヶ里・邪馬台国を盛り上げましょう。～

お知らせください。尾崎焼の資料・情報を

〇尾崎焼・尾崎人形の製品をお持ちの方
〇尾崎地区で焼かれていた瓦のこと
〇昔の焼き物生産の写真をお持ちの方

　何でも結構ですので、ご存知の方、製品をお
持ちの方、情報をお願いします。
　ご連絡は、政策推進室へ

地域おこし研究会・勉強会だより
〇神埼荘と平氏勉強会
　毎月、神埼塾講座終了後
に、講座受講者のうち希望
者５人で開催しています。
　現在のテーマは、「有明
海からの貿易ルートはあっ
たのか。貿易船が有明海に
入ってこれたのかなど」について、関係資料の調査や当時
の海岸線の推定などに取り組んでいます。
　この勉強会は、佐賀平野・有明海は弥生時代から大陸（朝
鮮半島・中国）に開いた地であり、弥生時代の吉野ヶ里遺
跡のクニの形成～古代の神埼郡、中世の神埼荘へと繋がる
歴史を学び、内外の方に発信して知っていただこうと活動し
ています。

〇尾崎焼研究会
　尾崎西分地区には、尾崎焼・尾崎人形が伝承されていま
す。その歴史は県下でも古い歴史を持つ陶器で、一説には
蒙古人が伝えたともいわれる人形も残されています。
　神埼市の唯一の伝統工芸品である尾崎焼について、地元
尾崎西分地区住民により研究会が建ち上がり、地域の特徴
ある地域資源を活かした地域おこし活動が始まりました。

参加者を募集！

第４回現地体験学習会を開催
≪中世神埼の歴史を残す環濠集落を歩こう≫

〇と　き　　９月30日（日）
　　　　　　雨天時：10月７日（日）に順延
〇集　合　　直鳥クリーク公園駐車場（直鳥城跡）
　　　　　　各自でご集合ください。
　　　　　　（現地集合・現地解散）
〇見学会　　９：00 ～ 12：30（受付8：30 ～）
※市報かんざき６月号では９：00 ～ 16：00と計画し

ていましたが、午前中の見学会に変更します。
〇注意事項　
　・全コース、徒歩での見学です。
　・長時間歩くことができる靴と服装でご参加ください。
　・飲物、帽子、雨具などをご準備ください。
〇参加申込　神埼市役所 政策推進室まで
〇申込締切　９月26日（水）

▲七田忠昭館長の講義の様子


